
昭
和
五
十
二
年
法
律
第
九
十
三
号

水
産
加
工
業
施
設
改
良
資
金
融
通
臨
時
措
置
法

１
　
最
近
の
国
際
的
な
水
産
資
源
の
保
存
及
び
管
理
の
た
め
の
措
置
の
強
化
、
排
他
的
経
済
水
域
等
（
我
が
国
の
排

他
的
経
済
水
域
、
領
海
及
び
内
水
並
び
に
大
陸
棚
（
排
他
的
経
済
水
域
及
び
大
陸
棚
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年

法
律
第
七
十
四
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
大
陸
棚
を
い
う
。
）
）
に
お
け
る
水
産
資
源
の
減
少
並
び
に
世
界
に
お
け

る
水
産
物
の
需
要
の
増
大
に
伴
う
水
産
加
工
品
の
原
材
料
の
供
給
事
情
及
び
水
産
加
工
品
の
貿
易
事
情
の
著
し
い

変
化
に
即
応
し
て
行
わ
れ
る
水
産
加
工
品
の
製
造
若
し
く
は
加
工
の
た
め
の
施
設
の
改
良
、
造
成
若
し
く
は
取
得

（
そ
の
利
用
の
た
め
の
特
別
の
費
用
の
支
出
及
び
そ
の
利
用
に
関
す
る
権
利
の
取
得
を
含
む
。
）
又
は
新
た
な
水
産

加
工
品
若
し
く
は
水
産
加
工
品
の
新
た
な
製
造
若
し
く
は
加
工
の
技
術
の
研
究
開
発
若
し
く
は
利
用
（
こ
れ
ら
の

た
め
に
施
設
を
改
良
し
造
成
し
若
し
く
は
取
得
し
若
し
く
は
特
別
に
費
用
を
支
出
し
て
行
う
も
の
又
は
こ
れ
ら
の

利
用
に
関
す
る
権
利
を
取
得
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
食
用
水
産
加
工
品
の
安
定
的
な
供
給
の
確
保
又
は
未
利
用

若
し
く
は
利
用
の
程
度
が
低
い
水
産
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
の
必
要
性
及
び
水
産
加
工
品
の
原
材
料
の
供
給

事
情
又
は
利
用
状
況
の
地
域
特
性
を
考
慮
し
て
政
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
に
必
要
な
資
金
の
う
ち
、

食
料
の
安
定
供
給
の
確
保
又
は
漁
業
の
持
続
的
か
つ
健
全
な
発
展
に
資
す
る
長
期
か
つ
低
利
の
も
の
で
あ
つ
て
一

般
の
金
融
機
関
が
融
通
す
る
こ
と
を
困
難
と
す
る
も
の
（
中
小
企
業
者
（
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
（
平

成
十
九
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
中
小
企
業
者
を
い
う
。
）
に
対
す
る
も
の
で
あ
つ
て

そ
の
償
還
期
限
が
十
年
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
次
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
貸
付
け
の

条
件
に
従
い
、
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
は
、
同
法
第
十
一
条
に
規
定
す
る
業
務
の
ほ
か
、
水
産
加
工
業
を

営
む
者
又
は
こ
れ
ら
の
者
の
組
織
す
る
法
人
に
対
し
、
貸
付
け
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
資
金
の
貸
付
け
の
利
率
、
償
還
期
限
及
び
据
置
期
間
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
範
囲
内

で
、
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
が
定
め
る
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
が
行
う
同
項
に
規
定
す
る
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
の

株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
第
十
一
条
第
一
項
第
六
号
、
第
十
二
条
第
一
項
、
第
三
十
一
条
第
二
項
第
一
号

ロ
、
第
四
十
一
条
第
二
号
、
第
五
十
三
条
、
第
五
十
八
条
、
第
五
十
九
条
第
一
項
、
第
六
十
四
条
第
一
項
第
四

号
、
第
七
十
三
条
第
三
号
及
び
別
表
第
二
第
九
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
十
一
条
第
一
項
第
六
号

中
「
掲
げ
る
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
掲
げ
る
業
務
及
び
水
産
加
工
業
施
設
改
良
資
金
融
通
臨
時
措
置
法
（
昭
和
五

十
二
年
法
律
第
九
十
三
号
。
以
下
「
臨
時
措
置
法
」
と
い
う
。
）
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
」
と
、
同
法
第
十
二

条
第
一
項
中
「
掲
げ
る
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
掲
げ
る
業
務
及
び
臨
時
措
置
法
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
」
と
、

同
法
第
三
十
一
条
第
二
項
第
一
号
ロ
、
第
四
十
一
条
第
二
号
及
び
第
六
十
四
条
第
一
項
第
四
号
中
「
又
は
別
表
第

二
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
、
別
表
第
二
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
又
は
臨
時
措
置
法
第
一
項
に
規

定
す
る
業
務
」
と
、
「
同
項
第
五
号
」
と
あ
る
の
は
「
臨
時
措
置
法
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
並
び
に
同
条
第
一

項
第
五
号
」
と
、
同
法
第
五
十
三
条
中
「
同
項
第
五
号
」
と
あ
る
の
は
「
臨
時
措
置
法
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務

並
び
に
同
条
第
一
項
第
五
号
」
と
、
同
法
第
五
十
八
条
及
び
第
五
十
九
条
第
一
項
中
「
こ
の
法
律
」
と
あ
る
の
は

「
こ
の
法
律
、
臨
時
措
置
法
」
と
、
同
法
第
七
十
三
条
第
三
号
中
「
第
十
一
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
一
条
及
び

臨
時
措
置
法
第
一
項
」
と
、
同
法
別
表
第
二
第
九
号
中
「
又
は
別
表
第
一
第
一
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
の
下
欄
に

掲
げ
る
資
金
の
貸
付
け
の
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
、
別
表
第
一
第
一
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
の
下
欄
に
掲
げ
る
資

金
の
貸
付
け
の
業
務
又
は
臨
時
措
置
法
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
」
と
す
る
。

附
　
則

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
法
律
は
、
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。
た
だ
し
、
そ
の
時
ま
で
に
し
た
行
為
に

対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
は
、
そ
の
時
以
後
も
、
な
お
効
力
を
有
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
五
年
四
月
三
〇
日
法
律
第
三
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
三
月
二
九
日
法
律
第
八
号
）

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
三
月
三
一
日
法
律
第
一
三
号
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
三
月
三
〇
日
法
律
第
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
三
月
三
一
日
法
律
第
一
五
号
）

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
三
月
三
一
日
法
律
第
三
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
五
月
二
八
日
法
律
第
五
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
七
月
三
〇
日
法
律
第
一
一
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
水
産
加
工
業
施
設
改
良
資
金
融
通
臨
時
措
置
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
水
産
加
工
業
施
設
改
良
資
金
融
通
臨
時
措
置
法
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規

定
に
よ
り
同
法
第
四
項
に
規
定
す
る
日
以
前
に
行
わ
れ
た
貸
付
け
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
四
月
一
一
日
法
律
第
二
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
三
月
三
一
日
法
律
第
一
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
国
民
生
活
金
融
公
庫
及
び
中
小
企
業
金
融
公
庫
が
締
結
し
た
貸
付
契
約
に
係
る
貸
付
金

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
三
月
三
一
日
法
律
第
七
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
項
の
改
正
規
定
（
「
強
化
並
び
に
」
を
「
強
化
、
」

に
改
め
る
部
分
、
「
減
少
」
の
下
に
「
並
び
に
世
界
に
お
け
る
水
産
物
の
需
要
の
増
大
」
を
加
え
る
部
分
及
び
「
確

保
」
の
下
に
「
又
は
未
利
用
若
し
く
は
利
用
の
程
度
が
低
い
水
産
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
」
を
加
え
る
部
分

を
除
く
。
）
、
第
二
項
の
改
正
規
定
及
び
第
三
項
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
五
月
二
日
法
律
第
三
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
条
第
一
項
及
び
第
四
十
七
条
並
び
に
附
則
第

二
十
二
条
か
ら
第
五
十
一
条
ま
で
の
規
定
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
等
の
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
十
条
　

２
　
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

1



（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
十
一
条
　
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
三
月
三
〇
日
法
律
第
七
号
）

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
三
月
三
一
日
法
律
第
九
号
）

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
三
月
三
一
日
法
律
第
七
号
）

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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